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平成２２年３月２４日判決言渡同日原本領収裁判所書記官

平成２１年し､｝第４９４号貸金請求事件

口頭弁論終結日平成２２年３月２日

判 決

滋賀県草津市西大路町１－１

原告株式会社シテイズ

同代 表 者 代 表 取締役若松一議

同訴 訟 代 理 人大森寿典

北海道

ノb、被 告

北海道「

巳被 告

被告両名翫訟代理人弁麗士小西憲臣

２事実及び理由

１事案の概要

本件は，登録貸金業者である原告が，平成１８年５月３０日付けで，被告

Ａ；(以下『被告Ａ」という｡）との間に,利息制限法所定の制限利率を
超える利率による利息及び遅延損害金を支払う旨の約款を付した金銭消費貸借

契約(以下『本件契約｣という。）を締結し,被告Ｅ（以下｢被皆

店！という｡）が被告Ａ:の原告に対する債務を連帯保証したことに基づき，

原告が被告.Ａに貸し渡した本件貸付金200万円について,これに対する３
１回の弁済をいずれも利息制限法所定の制限利率による計算によらず，改正前

の貸金業の規制等に関する法律（以下「貸金業法』という。）４３条１項のい

わゆるみなし弁済が成立するとして，約定利率により別紙「元利金齢算書』記

載のとおり計算した結果，残元金９５万９７０５円及びこれに対する最終弁済

日である平成２１年１月１３日から支払済みまで年２１，９パーセントの割合

による遅延損害金の支払を被告らに対して求めた事案である。

２前提となる事実（当事者間に争いのない事実及び括弧内に掲記の証拠により

容易に認定できる事実）、

(1)貸金業者である原告は,平成18年５月30日,被告Ａと金銭消費貸借
契約（以下『本件契約』という。）を以下の条件で締結して，同日現金２０

０万円を貸し渡した。

ア利息年２７パーセント（１年を３６５日として計算）

イ遅延損害金年２９．２パーセント（１年を３６５日として計算）

ウ・弁済期日平成１８年７月から平成２３年６月まで毎月５日限り

エ弁済方法毎月，元金３万３０００円を経過利息とともに支払う。

ただし，最終支払元金は５万３０００円

オ期限の利益喪失約款

各返済日の元金若しくは利息制限法所定の制限利息の支払を遅滞した時
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１被告らは，原告に対し，連帯して３７万５４８３円及びこれに対する平成２

１年１月１４日から支払済みまで年２１．９パーセントの割合による金員を支

払え。

２原告のその余の請求を棄却する。

３訴訟費用は，これを５分し，その２を被告らの負担とし，その３を原告の負

担とする。

４この判決は，第１項に限り，仮に執行することができる。、

第１原告の求めた裁判

被告らは，原告に対し，連帯して９５万９７０５円及びこれに対する平成２

１年１月１３日から支払済みまで年２１．９パーセントの割合による金員を支

払え。

２Ｉ



零

は，催告の手続きを要せずして債務者は期限の利益を失い直ちに元利金を

一括して支払う。

(2)被告彦は,被告Ａの原告に対する上記債務について,平成'8年5月
３０日付けで書面により連帯保証した（甲３）。

(3)被告Ａ１は,原告に対し,平成18年７月5日から平成21年１月１３日
までの間，別紙「元金利蔚算霧」記戟の弁済をした（甲７ないし３７）。

(4)被告A#は,平成21恥月5日の弁済を遅滞して期限の利益を失った。
３本件の争点及び当事者の主彊の要旨

本件の争点は,本件契約において‘被告八の原告に対する各弁済につき，
貸金業法４３条１項の侭わゆるみなし弁済が成立するか否かである。

（１）（被告らの主張の要旨）

ア被告らは，甲第４号征ないし６号歴の２の各書証の交付を受けたが，契

約内容について不十分な説明しか受けていない。

被告らは，原告から，本件契約の締結にあたって，期限の利益喪失特約

や利息制限法に関することがらについては不十分な説明しか受けておらず，

被告Ａは,利息制限法所定の制限利率を超過する約定利息の支払を怠っ
たのなら期限の利益を喪失すると誤信していた(乙7,8,被告八本人，
鉦人新隆史（以下「鉦人新」という。））。

イ貸金業法４３条１項は，貸金業者が，同法１７条１項，１８条１項所定

の各要件を具備した各書面を交付する義務を遵守しているときには，その

支払が任意に行われた場合に限って，例外的に利息制限法１条１項の規定

にかかわらず，制限超過部分の支払を有効な利息の債務の弁済とみなす旨

を定めている。貸金業者の業務の適正な運営を確保し，資金需要者等の利

益の保護を図ること等を目的として貸金業に対する規制等を定める法の趣

旨，目的に鑑みると，同法４３条１項の規定の適用については，厳格に解

釈すべきである。

ウ被告Ａ:による制限超過利息の弁済は'期限の利益の喪失をおそれてな
されたものであって，任意に支払ったとは言えない。

本件契約の金銭消費貸借契約書第６項には，「各返済日の元金若しくは

利息制限法所定の制限利息の支払を遅滞したときは，催告の手続きを要せ

ずして債務者は期限の利益を失い元利金を一括して支払う」旨の記載があ

り，利息制限法の制限利率による利息を支払えば期限の利益を喪失しない

旨が罷載されている（甲３）。

しかしながら，同契約雷８項には「弁済金は約定利息，損害金，元金の

順に充当する」旨の充当に関する特約条項の紀載がある（甲３）。

そうすると，債務の弁済金は，約定利息に充当されて，その残金が元金

に充当されることになるから，利息制限法所定の制限利率に基づいて弁済

をした場合には，制限超過部分の利息に充当されるから，元金の弁済に不

足して期限の利益を喪失してしまうので，期限の利益を喪失しないために

は約定利息を付して弁済しなければならない。

属れば事実上の強制と評価され，制限超過利息を任意に支払ったとは言

えない。

仮に本件特約条項が利息制限法１条１項の趣旨に反して一部無効である

から，弁済金は制限超過部分には充当されないという解釈をするにしても，

任意に支払ったとは言えない。

本件特約条項，期限の利益喪失特約，償還表（甲５〉を併せて読めば，

一般の借主に過ぎない被告らが，支払期日に約定利息及び元金を支払わな

ければ期限の利益を喪失すると誤信することは明らかである。・

最高裁判所平成１８年１月１３日判決においても，「期限の利益喪失特

約が法律上は一部無効であって，制限超過部分の利息の支払を怠ったとし

ても期限の利益を喪失することはないものの，この特約の存在は，通常債

務者に対し，残元本全額を直ちに一括して支払い，これに対する遅延損害
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領収書の発送は早くともその翌日であるから，原告が領収書を作成した時

点では，領収書を交付したということはできず，みなし弁済は成立してい

、ないので，残存債務は，利息制限法所定の制限利率によって算出されなけ

ればならないから，制限超過利率によって算出された残債務の額を罷載し

ても１８条書面の要件を充足したことにならない。

また，とりわけ本件のような銀行振込による弁済の場合には，弁済者が

弁済に先立って充当方法を確謡することはおよそ不可能であり，弁済者は

後日交付を受けた領収書に記載された残債務の額を法律上有効なものと信

頼せざるを得ないが，原告の領収書には制限利率を超過する約定利率に基

づいた残績務しか紀載されておらず，当該制限超過利息の支払が法律上有

効であると誤解せざるを得ない。

このような誤解を解くには，制限利率に基づいた利息の金額をあらかじ

め伝えておくか，少なくとも，領収書に，制限利率によって算出された残

債務の額，制限超過利率によって算出された残債務の額を併記する必要が

ある。

原告作成の領収書には，制限利率によって算出された残債務の記載がな

いので，１８条書面の要件を充足していない。

オ以上のとおり,本件契約においてはみなし弁済は成立せず,被告Ａの
各弁済を利息制限法所定の制限利率に基づいて元本充当計算すれば，別紙

「利息計算書６』記載のとおり，平成２１年１月１３日の時点で貸付金残

高が３７万５４８２円を超えて存在しない。

(2)（原告の主張の要旨）

ア被告らは，原告から本件契約の内容について十分な説明を受けていない

と主張する。

しかし，登録貸金業者である原告は，被告らに対して，本件契約の内容

について説明した上で，契約締結の際に，１７条書面たる貸付及び保証契

､､

金を支払うべき競務を負うことになるとの誤解を与え，その結果,このよ

うな不利益を回避するために，制限超過部分を支払うことを債務者に事実

上強制することになるものというべきである」.としており，一般の借主に

おいて期限の利益を喪失すると誤解する蓋然性がある場合には，事実上の

強制にあたると判断している。

エ原告の作成した領収書は，貸金業法１８条１項所定の要件を充足してい

ないし,被告Ａに対して直ちに交付されていない。
貸金業法１８条１項所定の事項を記載した書面（以下「１８条書面』と

いう．）の交付が要求されている趣旨は,､弁済の内容を書面化することで，

貸金業者の業務の適正な運営を確保するとともに，後日になって当事者間

・に弁済の内容をめぐって紛争が発生することを防止することにあると解さ

れる。したがって，１８条書面の貸金業法１８条ユ項所定の事項の記載が

正砿でないときや明確でないときは，同法４３条１項の規定の適用要件を

欠くというべきであって，有効な債務の弁済とみなすことはできない。こ

の理は，当該弁済後の残債務の額（同法施行規則１５条１項５号）につい

ても該当する。、

原告は，いずれの領収書においても，利息制限法の所定の制限利率を超

過する約定利率で算出された利息を控除した金額を元金に充当し，その残

額を当該弁済後の残存債務の額として記載している。

しかしながら，貸金業法４３条１項は，同法１７条１項所定の事項が記

載された書面（以下「１７条書面」という、）の交付を前提とし，制限超

過利息が任意に支払われ，かつ，１８条書面を直ちに交付した場合にのみ，

当該支払を有効な債務の弁済とみなすと規定しており，これら要件が充足

された場合に当該支払を有効な債務の弁済とみなすものであり，これら要

・件が充足されたとしても，利息の約定を遡って有効とするのもではない。

そうすると,本件各弁済は,被告Aが銀行振込の方法によって行い，
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詞，

約説明雷を被告Ａに交付し帆5兆契約締結の事前に川条書
面たる保証契約説明書を被告彦:に交付し(甲5,6の１，６の2)，契
約締結の際に,１７条書面たる貸付及び保証契約書を被告らに交付し

（甲4,5)，被告A:が弁済するつど直ちに,’8条審面たる領収書を
被告ＡＩに交付しており(甲7ないし62の2)，交付した各書面につい
ては，被告らが餅明を受けた上で各書面を受領した旨が記戯してある各欄

に，被告らが自ら署名している（甲４，６の１，６の２）。

被告A本人,証人新の尋問結果からも,被告Ａについては,原告か
ら本件期限の利益喪失特約条項を含めた契約内容について鋭明を受けてい

ることが強く推麗される。・

イ被告らは，本件契約の充当特約条項の存在が約定利息の支払を事実上強

制するものであると主張する。

しかしながら，利息制限法所定の制限利率を超える約定利息の支払を合

意する場合には，約定利息の充当について定めるのは自明である。

利息制限法所定の制限利率を超える利率で契約する場合でも，支払にあ

たって利息制限法に基づいて支払う旨を宣言して支払えば，原告において

も制限利率に基づく利息，元金の順に充当しなければならないから，被告

らが主張するような制限利率を支払うという意図の基づいたものが，充当

特約により現実化しないということは発生しない。

債務者が意図した弁済の充当内容と実際の充当内容が翻鋸した場合に，

直ちに異議の申し立てができるように１８条書面を交付するのであり，原

告においても，１８条書面に「充当項目，又は金額に異存のある場合は，

善処致しますので至急連絡下さい。」と記載している（甲７ないし３７〉。

なお，原告においては，上記のような宣言がなくとも，約定の元金と制

限利率に基づく利息の支払が行われれば，期限の利益を喪失しない旨の扱

いをしている．

ウ被告らは，約定利率に基づいて計算された償還表の交付が，本件充当特

約，期限の利益喪失特約と相倹って約定利息の支払を事実上強制するもの

であるかのような主張をする｡,:､

しかし，償還表は，当事者が約束した条件に基づく返済計画表であって，

債務者に支払を促す作用を有するとしても，これは債務者が約束を守ろう

と意識を働かせているだけで，事実上の強制とは言えない。

先行する弁済についてのみなし弁済の成否が次の弁済における利息制限

法の制限利率に基づく利息額を変化させることから，償還表に制限利率に

基づく弁済額を示しておくことがほとんど不可能であり，かえって誤った

金額を示すことが弁済額の不足を生じさせ，借主が期限の利益を喪失する

という事態を生じさせる懸念がある。

債務者が，自己の契約した利率が制限利率を超過すること，あるいは超

過部分が無効であることを意識せずに弁済したとしても，直ちに支払の任

意性は損なわれない。

本件契約書の期限の利益喪失特約は，「各返済日の元金若しくは利息制

限法所定の制限利息の支払を遅滞したときには期限の利益を失う」旨が記

載されているが，約定利息の支払を遅滞したときには期限の利益を失うと

は記載されておらず，原告は，被告らに対し，約定利息の支払をしなけれ

ば，期限の利益を喪失すると脱明したことはない。

原告は，被告らに対して，本件契約譜並びに貸付及び保証契約書に利息

制限法所定の制限利率に関する部分を抜粋して明示し，その内容も説明し

ており(甲3‘４)，被告:Ａにおいては,制限利率について露識してい
るはずであるから，自ら計算するなどして制限利率に基づく利息額を算出

できたはずである。

エ被告らは，本件においては，原告が１８条響面を弁済者から鰻行振込を

受けた翌日に発送していることから，直ちに交付されておらず，原告が１
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超過利息に充当されて，残余が元金に充当されるのであるから，債務者が元金

と制限利息とを弁済した場合には，約定利息にまず充当され，元金の弁済とし

ては不足することとなり，期限の利益喪失の特約により，支払期日に元金と共

に約定利息を支払わなければ期限の利益を喪失するのではないかとの誤解を与

え，約定利息の制限超過部分の支払を事実上強制するものと解され，このよう

な誤解が生じなかったといえる特段の事情がない限り，債務者が任意に約定利

息の制限超過部分を支払ったと認めることはできないと解する。

証拠(甲3ないし6の2,76,乙7,証人新,被告Ａ本人)によれば，
本件契約の内容の説明については，原告において，本件契約書及び契約に当た

って被告らに交付された約定利息に基づいて算出された償還表を含めた各書面

を競み上げて説明したという程度のものと認められ,被告Ａにおいて,約定
利息と元金を併せて支払わなければ期限の利益を喪失するのではないかという

誤解が生じなかったといえるような特段の事情を露めるに足りる説明がなされ

た事実は罷められず，他にこの特段の事情を認める証拠はない。

よって，本件契約については，その余の事実を判断するまでもなく，みなし

弁済の成立は認められない。

5そこで,被告Ａの各弁済について,最終弁済日である平成21年１月１３
日までに生じた利息，遅延損害金について利息制限法所定の制限利率に基づい

て引き直して充当計算するとｂ別紙計算書記載のとおり，同日における原告の

被告らに対する貸付残額は３７万５４８３円となる。

なお，被告ら作成の別紙「利息計算書６」には，平成２０年９月２９日の弁

済が５万８４３２円と認載されているが，証拠（甲３４）によると，同日の弁

済額は５万８４３１円と認められる。

６よって，原告の請求は，被告らに対して，連帯して別紙計算書記載のとおり

残元金３７万５８４３円とこれに対する平成２１年１月ｒ４日から支払済みま

で年２１．９パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由が

富零

８条書面を作成した時点ではみなし弁済が成立していないと主張する。

銀行振込により弁済がなされた場合，貸金業者としては，弁済の硫認，

発送に関する手続等の多量の事務処理が要求される上，個々 の貸金業者の

事務処理能力，人員の確保などの諸条件によっても受取証雷の発送が遅れ

ることは当然に予想され，一律に受取証書の即日交付を要求することは貸

金業者に不可能を強いるものである。

そこで，支払が銀行振込で行われた場合などには，受取証書の発送が多

少遅れたとしても，次回支払期日までに，弁済金の充当関係を十分検討す

る機会が与えられるならば，法の許容するところである。

本件においては，原告は弁済金受領の翌営業日には受取証書を発送して

いる（甲７ないし６２の２）。

なお，被告らは受取証書に制限利率に基づく残債務の額も併記すべきと

いうが，､本件においては上記のとおり，みなし弁済が成立しているので，

みなし弁済を前提とした金額を記載するのが当然である。

オ以上のとおり，被告らの主張はいずれも理由がなく，本件においては，

みなし弁済が成立しているので，被告らに対し，請求の趣旨記栽の支払を

求める。

４争点に関する当裁判所の判断

本件契約の金銭消費貸借契約書には，「元金若しくは利息制限法所定の制限

利息の支払を遅滞したときは，催告の手続きを要せずして債務者は期限の利益

を失う」旨の期限の利益喪失の特約条項が記載されており（甲３），これによ

れば，債務者は，元金の一部について支払を遅滞したときにも期限の利益を喪

失することとなる。

また，同契約書には，「弁済金は約定利息，損害金，元金の順に充当する」

旨の充当に関する特約条項の記載がある（甲３）。

充当特約によれば，債務者の弁済金は，約定利息すなわち制限利息及び制限
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充当額
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日付 年数 日数 借入 入金 利率 発生利息
未充当
利息

残元金

平成18年５月30日 2.OOOPOO
2pOO‘0００

平成18年７月5日 ０ 3６ 86,26015.00％ 29.589 ０ 1.943.329

平成18年８月7日 ０ 3３ 81,01615.00％ 26,354 ０ 10888.667

平成18年９月1日 ０ 2５ 74A8８ 15ｐ脇 19.404 ０ 1.833,583

平成18年10月5日 ０ 3４ 75,18615ｐ蝿 25,619 ０ 1.784‘０１６

平成18年11月2日 ０ 2８ 77,21715ｐ畷 200528 Ｏ 1,727.327

平成18年12月1日 ０ 2９ 77.21715.00％ 2u585 ０ 1‘6700695

平成18年12月28日 ０ 2７ 74､32215ｐ砿 18,537 ０ 1.614910

平成19年２月5日 ０ 3９ 73,566１５００％ 25,882 ０ 1,567,227

平成19年３月6日 ０ 2８ 88.95815.00％ 18.033 ０ 1.516‘304

平成19年４月2日 ０ 2８ 72052１５，０％ 17447 ０ 1.461,699

平成19年５月1日 ０ 2９ 7253015.00％ 170420 ０ Ｍ06,589

平成19年５月31日 ０ 3０ 68,11715ｐ猟 17,341 ０ 1.355,813

平成19年７月2日 ０ 3２ 68b595１５p脳 17,829 ０ 1.305鵬フ

･平成19年８月1日 ０ 3０ 7α18715p” 16,089 ０ .1250.949

平成19年９月3具 ０ 3３ 67｡1301a00％ 160964 ０ 1200,783

平成19年10月2日 ０ ２９ 66,39815,0％ 14,310 ０ 1.148,695

平成19年10月30日 ０ 2８ 66675515J００％ 13‘217 ０ ･1.095,157

平成19年12月3日 ０ 3４ “93315.00％ 15,302 ０ ･1･045β2６

平成19年12月31日 ０ 2８ ０ 1国００％ 1２６０３０ 12.030 1,045,528

平成20年１月7日 ０ フ 67,32115.00％ 2,999 ０ 993234

平成20年２月4日 ０ 2８ 62,45315p０％ 11,397 ０ 942‘178

･平成20年３月3日 Ｏ 2８ 61.7451５ 00％ 10,811 ０ 891,244

平成２０年４月2日 ０ 3０ 649051５ 00％ 10.957 ､０ 837,296

平成20年４月30日 ０ 2８ ．、60,3291５ 00粥 9.608 ０ 788,575

平成20年５月30日 Ｏ 3０ 60,5401５ 00％ 9.671 ０ 735,708

平成20年７月3日 ０ 3４ 61β9４ 1５ ００１$ 10251 ０ 684,363

平成20年７月31日 ０ 2８ 58020615J００％ 7,853 ０ 634‘０１０

平成20年９月1日 ０ 3２ 59018715p0％ ８314 ０ 583.137

平成20年９月29日 ０ 2８ 5848115p０％ ６691 ０ 531β9７

平成２０年10月31日 Ｏ 3２ 56,87815ＪO○蔦 ６969 ０ 481,488

平成２０年12月2日 ０ 3２ 58,14615.00％ ６314 ０ 431,656

平成20年12月31日 ０ 麹 ０ 15.03％ ５l鋤 5,1釦 431‘656

平成21年１月5日 、０ ５ ０ 15.0” 886 6ｐｌ６ 431,656

平成21年１月13日 ０ ８ 6426021.906‘ 2６０７１ ０ 375A8３


